
～旭化成健康保険組合が保有する不動産 

（リゾートマンション、別荘用地等）を売却～ 

 

旭化成健康保険組合が保有する、リゾートマンションや別荘地を売却することになり

ました。公益法人の重要財産処分であるため、入札形式で行います。 

（１） 北海道トマムのリゾートマンション 

（２） 那須高原の別荘用地（２件） 

（３） 鈴鹿の海の家跡地                             ＜物件情報はこちら＞ 

 

  詳細は下記、入札要項をご覧ください。入札参加希望者はまず旭化成不動産レジデン

ス株式会社ソリューション営業部（連絡先は要項の最下部記載）まで資料請求を行って

下さい。お問い合わせお待ちしております。 

 

 

入札要項 
旭化成不動産レジデンス株式会社 

 

１． 概要 

本件入札は、公益法人である旭化成健康保険組合の重要財産の処分として行われ

るものです。旭化成不動産レジデンス株式会社が同組合の委任を受けて執り行いま

す。 

 

２． 日程 ・ 場所 

平成 25 年 1 月 26 日（土）１５時より、当社内第一会議室（※下記所在）にて

行います。 

※東京都新宿区西新宿２－３－１ 新宿モノリスビル 24階 

 

３． 入札参加要領 

先ず当社に資料をご請求下さい。平成 25 年 1 月 10 日以降順次物件ごとの資料

と入札用紙を送付します。 

次に、入札用紙に必要事項を記入し、上記期日 ・ 場所にご持参下さい。なお、

入札用紙の郵送による参加も可とします。 

 

４． 入札用紙記入要領 

別紙記入例をご参照下さい。希望売却価格を一つの目安とお考え下さい。 

http://www.asahi-kasei.co.jp/fudousan/121221_solution.pdf


 

５． 買受者の決定 

最高価申込者とします（最高価の申込価格が希望売却価格を著しく下回る場合を

除く）。ただし、融資の不調等により、売買が不成立になることに備え、次順位申

込者も決定いたします。なお、買受けに当たり、トマム以外は仲介手数料（買受価

格の３％＋６万円＋消費税等）が必要になります。 

 

その他、不明点は事務局までお問い合わせください。 

事務局 ： 旭化成不動産レジデンス株式会社 ソリューション営業部 

担当 ： 高橋 ・ 吉儀 

電話 ： 03-3344-7203 

   メール：sisan@om.asahi-kasei.co.jp 

    

※12月 28日（金）～1月 6日（日）まで年末年始休業とさせていただきます。 

  誠に恐れ入りますが、1月 7日（月）以降にお電話をいただくか、 

メールにてお問い合わせください。 


